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年末年始にかけて日本に一時帰国した後、先週上海に戻

って来ましたが、上海の浦東国際空港で面白いエピソード

があったのでご紹介します。 

いつものように入国審査を終え、タクシーに乗車して行

き先を伝えたところ、空港を出て間もなく、タクシー運転

手が唐突に「お客さん、タクシーを交換してもらうことは

できますか？」と質問してきました。目的地が近い場合の

乗車拒否はよく見かけますが、今回は自宅までは数十キロ

と長距離なので不思議に思い、「目的地は長距離だから最

後まで送った方がお得じゃないの？」と聞いたところ、運

転手の話では、あまりに長距離だと却って利益が出ないと

いうのです。詳しく聞いたところ、上海の空港では日常的

に数千台のタクシーが乗客を乗せるために並んでおり、乗

車客を一回乗せるために６時間以上待たなければならない

が、もし目的地が近いお客を乗せた場合には空港に戻って

再度並ばずに別の乗客を乗せることができるので儲かると

いうのです。 

私は初めての経験だったので、運転手さんにOKしたとこ

ろ、空港から数キロ離れた場所で別のタクシーが待ってお

り、新しい運転手が私を乗せてくれたのです。乗車後に新

しい運転手に聞いたところでは、さっきの運転手は長距離

のお客を乗せると、長時間かけて空港に戻り、再度長時間

並ばないといけなくなるので割が合わないので、お互いに

長距離と短距離で乗車客を配分しているというのです。 

上記の行為が法的に認められるかは怪しいですが、上海

市の政策規定を見てみると、実際に、上海の西にある虹橋

空港と東にある浦東国際空港でそれぞれ政策規定が出され

ています。私が経験した浦東国際空港の政策規定を見ると、

➀目的地が浦東国際空港から22キロメートル未満で、かつ

➁往復時間が1時間を超えない場合、このような短距離業務

を受託したタクシー運転手については、空港に戻って「短

距離チケット」を受け取ることができ、再度待機せずに新

たにお客を乗せることができると定めています。また虹橋

空港の政策規定を含めて、これら政策規定の目的は、最終

目的地の距離が短い場合に十分な報酬を得られないタクシ

ー運転手が空港で乗車を拒否するケースが多いため、タク

シー運転手に優遇措置を与えることで、短距離乗客へのサ

ービス意欲を高めることにあるようなのです。 

自宅まで送迎してくれたタクシー運転手の話では、中国

ではタクシー会社のタクシーと交通プラットフォーム企業

がネット手配する白タク（いわゆる“网约车”）の間の競争

が激化し、空港で乗せるお客の数も減っており空港での乗

車客を拒否できる状況ではないが、あまりに長距離客だと

割を食うので、タクシー運転手の間で組織的に連携しなが

ら住み分けをしているというのです。 

短距離客の乗車拒否を防ぐために導入された上海市の政

策規定について、一見すると長距離客を乗車拒否している

ようにもみえる一方、上手に長距離客を別のタクシーにお

願いして目的地まで乗せつつ、自分は短距離業務を継続す

る、身近なところで“上有政策下有対策”を経験することが

できました。 
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